
学校法人緑ヶ丘学園 誠和幼稚園の利用定員の設定について 

 

１ 趣旨 

 学校法人緑ヶ丘学園より特定教育・保育施設の「確認」の申請があり、令和７年４

月からの誠和幼稚園の利用定員の設定は下記のとおりとなります。 

 つきましては、誠和幼稚園の利用定員を定めるに当たり、子ども・子育て支援法第

３１条第２項の規定により本会議の意見を聴取するものです。 

 

２ 施設の概要 

① 施設の区分 幼保連携型認定こども園 

設置者   学校法人 緑ヶ丘学園 

施設名称  幼保連携型認定こども園 誠和幼稚園 

所在地   中津川市手賀野１７５番地 

 

３ 利用定員 

① 誠和幼稚園 

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 計 

０歳   ３人 ３人 

１歳   １１人 １１人 

２歳   １１人 １１人 

３歳 ３０人 １５人  ４５人 

４歳 １６人 ２１人  ３７人 

５歳 １６人 ２５人  ４１人 

計 ６２人 ６１人 ２５人 １４８人 

※ 認可定員は１６０人（１号認定：７２人、２号認定：６３人、３号認定（満１歳未満）：

３人、３号認定（満１歳以上）：２２人） 

 

４ その他 

 子ども・子育て支援法において、児童福祉法等の認可を受けた施設に対し、施設・事

業者からの申請に基づき、市町村が特定教育・保育施設として「確認」し、運営上の財

政支援を行う対象としています。 

誠和幼稚園はこれまで子ども・子育て支援新制度への移行を行わず、これまで私学助

成による財政支援により運営を行ってきていたため、利用定員の設定はありません。 

資料２ 


